
議案第42号

牧地区地籍調査事業に伴う字の区域の変更及び廃止について

国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定による認証の日から､次のとおり字の区域を
変更及び廃止することについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により､本議
会の議決を求める｡

平成15年5月19日

三朝町長　吉　田秀光

平成1 5寧5月19日原嚢可決

三朝野鼠会議長展井　草

区域を変更する字の名称 ∫===■. �:�h,ﾈｾh暫閏ﾙ�ﾃ�YD��ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾘ,ﾉ&餉H,�.h.��ｲ��

大字牧子上牧 天J5- ��X鬩g�鬨�9g�,ﾈ*H+��*�.s��-ﾈ,X決､�,ﾈｾh暫�ﾇD迭�

子牧子大野 ′±JJ±=I ��y�s�*涛�,R�

大字牧字大野の全域 
大字牧字家廻り147の2､148の2及び182､183と一体をなす国有地の一部 大字牧字恩谷590の47から590の49まで 

大子牧子家廻り 天字牧字前田 大言占 ��X鬩g�鬨徂櫞.�,ﾈ*H+��Cx,ﾃ*C�Fx,ﾃ*C�答C#�8,ﾃ*C#�H,ﾃ(ｷ�-���*C��8,b�自�ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&�,ﾈ自YH決､�,ﾈｾh暫�

大字牧字墓ノ前256から258､259の1､259の4､260の4､261の3､261の4 br±=ナ-1-上▲ 

千:チ.別田の 

大字牧字古川224の2､226の2､227の2,228の2､229の2､244の4､245の2､ 246の4､251の2､252の6､254の5､274の9､274の10､277の3､279の1､28 

0の4､283の2､285の2､286の1,287の2,288の2､289及びこれらと一体をな す国有地 

大字牧字墓ノ前249､250の1､250の2､250の5､252の2､252の4､252の5､2 

53､254の2から254の4まで､255､259の2､259の3､260の2､260の3､262の 

1､262の2､263の3､263の4,264の2,264の3､265､271､272,273の127 

3の2､274の5､274の8及びこれらと一休をなす国有地' 大字牧字古川尻250の4及びこれと一体をなす国有地 bJ±■-J_.上一 

子牧子古川 ��X��g���^h6ﾙ¥｣#c�,ﾃ�C#c�,ﾃBﾃ#c�,ﾃ�ﾃ#c�,ﾃ*C#s�C#sH,ﾃ(*�.s#sH,ﾃB�-ﾈ,ZC#sH,ﾃhｷ�-�+�.ｨ.x,h自�ﾈ/�,�+xﾙ�tﾉ&�,ﾈ自YB��X鬩g�鬨ﾌ9�ﾈ,ﾈ*H+�##H,ﾃ*C##h,ﾃ*C##x,ﾃ"ﾃ##�,ﾃ*C##�,ﾃ*C#CH,ﾃJC#B�

5の2､246の4､251の2､252の6､254の5､274の9､274の10､277の3､279 

の1､280の4､283の2､285の2､286の1,287の2､288の2､2-89及びこれらと 一体をなす国有地以外の区域 



廻り213の2､ 214の2

大字牧字音川尻374の2､ 375の2, 376の2, 377の2, 378の2, 378の3､ 380の

3及びこれらと一体をなす国有地

大字牧字宮ノ本のうち440の15､ 440の16､ 651の4､ 651甲5及びこれらと一体を

なす国有地並びに434の2､ 434の4､ 440の3､ 440の5､ 440の8と一体をなす国

有地の一部以外の区域
大字牧字欠戸453の4､ 662の6

440の16､ 651の4､

有地並びに434の2､ 434の4､ 440の3､ 440ゐ5､ 440の8と一体をなす国有地の
一部

大字牧字欠戸のうち453の4､ 662の6以外の区域

ノ上の全域

651の5及びこれらと一体をなす国

大字牧字家廻り199


